
第２号議案 

 

一宮市社会教育委員の解嘱及び委嘱について 

 

一宮市社会教育委員の解嘱及び委嘱について、別紙案を添えて教育委員会の審議

に付します。 

 

 

平成３１年１月３０日 

 

一宮市教育委員会 

教育長 中 野 和 雄 

 

 

提案理由 

選出団体役員改選のため、社会教育法第１５条の規定により、本案を提出します。



１．一宮市社会教育委員 解嘱該当者 

（解嘱日 平成３１年１月３１日） 

氏  名 備  考 

光樂
み つ ら

 朋
とも

尚
なお

 

社会教育関係者 

一宮青年会議所 

副理事長退任のため 

 

 

２．一宮市社会教育委員 委嘱候補者 

 

氏  名 備  考 
新任

再任

青山
あおやま

 直生
な お き

 

社会教育関係者

一宮青年会議所

副理事長就任の

ため 

新 

 

 

３．委嘱期間 

 

平成 31 年２月１日から平成 32 年３月 31 日まで 

※ 一宮市社会教育委員の定数等に関する条例第４条の規定に基づく前任

者の残任期間 



（順不同・敬称略）

則 竹 安 郎 学 識 経 験 者 H30.5.21～

今 川 峰 子 〃

益 川 浩 一 〃

小 河 元 男 〃 Ｈ30.4.1～

大島 美智子 〃

小 川 典 子 〃 Ｈ30.4.1～

馬 渕 博 〃

小 澤 厚 義 一宮市小中学校長会 H30.6.1～

杉 本 智 一宮市公民館長連絡協議会

尾 関 勝 子 一宮市地域女性団体連絡会

不 破 皓 一宮市芸術文化協会

大 竹 幹 雄 一宮市体育協会

青 山 直 生 一宮青年会議所 H31.2.1～ 新

長谷川 淳子
一宮市小中学校PTA

連絡協議会母親代表会
H30.6.1～

若林 眞由美 子育てネットワーカー

H31.2.1現在

新任
再任

平成30年度
一  宮  市  社  会  教  育  委  員  名  簿

氏　　名 所属団体等 備  考





第３号議案 

 

一宮市立学校管理規則の一部改正について 

 

 

一宮市立学校管理規則の一部を改正する規則の制定について、別紙案を添えて教育委員

会の審議に付します。 

 

 

平成３１年１月３０日 

 

一宮市教育委員会 

教育長 中 野 和 雄 

 

  提案理由 

 法改正に伴い一宮市立学校管理規則の一部を改正するため、本案を提出します。 



一宮市教委規則第  号 

一宮市立学校管理規則の一部を改正する規則 

一宮市立学校管理規則(昭和34年一宮市教委規則第1号)の一部を次のように改正する。 

第13条を次のように改める。 

(事務職員) 

第13条 学校に事務職員を置く。 

2 事務職員は、事務をつかさどる。 

第13条の2の見出しを「(省令事務長及び事務主任)」に改め、同条第1項中「前条の規定

にかかわらず、」を削り、「学校に」の次に「省令事務長(学校教育法施行規則(昭和22年文

部省令第11号)第46条(同令第79条において準用する場合を含む。)の事務長をいう。以下こ

の条において同じ。)又は」を、「事務主任」の次に「(同令第46条(同令第79条において準

用する場合を含む。)の事務主任をいう。以下この条において同じ。)」を加え、同条第2

項中「事務主任」を「省令事務長及び事務主任」に、「主任又は主事」を「事務職員」に改

め、同条第3項中「をつかさどる」を「に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当

たる」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。 

3 省令事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。 

第13条の3の見出しを「(共同学校事務室)」に改め、同条第1項中「を整備し、及び効率

化を図り、並びに」を「の整備、事務処理の効率化及び」に、「複数の学校の事務職員が共

同して事務を行う学校事務共同実施組織(以下「共同実施組織」という。)を置くことがで

きる」を「別表第1に規定する共同実施グループごとに、同表に掲げる共同実施グループの

構成校のうち教育委員会が別に定める学校に、共同学校事務室を置く」に改め、同条第2

項を次のように改める。 

2 共同学校事務室において処理する事務は、次のとおりとする。 

(1) 別表第2に掲げる事務 

(2) 教育委員会から委任を受けた事務 

(3) その他共同実施を行うことが効果的な処理に資するものとして認められる事務 

付則の次に別表として次の2表を加える。 

別表第1(第13条の3関係) 

共同実施グループの名称 共同実施グループの構成校 

東1グループ 北部中学校、宮西小学校、貴船小学校、西成中学校、西成

小学校、瀬部小学校、西成東部中学校、赤見小学校、西成

東小学校 

東2グループ 葉栗中学校、葉栗小学校、葉栗北小学校、浅井中学校、浅

井北小学校、浅井南小学校、浅井中小学校 

西1グループ 中部中学校、神山小学校、末広小学校、大和中学校、大和

東小学校、大和西小学校 

西2グループ 尾西第一中学校、起小学校、三条小学校、大徳小学校、尾

西第二中学校、朝日東小学校、朝日西小学校、萩原中学校、

萩原小学校、中島小学校 

（案）

1



西第二中学校、朝日東小学校、朝日西小学校、萩原中学校、

萩原小学校、中島小学校 

南1グループ 南部中学校、大志小学校、向山小学校、浅野小学校、富士

小学校、大和南中学校、大和南小学校 

南2グループ 丹陽中学校、丹陽小学校、丹陽西小学校、丹陽南小学校、

千秋中学校、千秋小学校、千秋南小学校、千秋東小学校 

北1グループ 今伊勢中学校、今伊勢小学校、今伊勢西小学校、北方中学

校、北方小学校、奥中学校、奥小学校 

北2グループ 木曽川中学校、黒田小学校、木曽川西小学校、木曽川東小

学校、尾西第三中学校、小信中島小学校、開明小学校 

別表第2(第13条の3関係) 

区分 事務内容 

学校経営 企画運営への参画に関すること。 

諸規程の制定及び管理に関すること。 

学校事務管理に関すること。 

庶務 庶務に関すること。 

情報に関すること。 

調査統計に関すること。 

就学援助に関すること。 

学籍に関すること。 

教科書に関すること。 

人事 人事記録に関すること。 

免許状に関すること。 

服務に関すること。 

給与に関すること。 

旅費に関すること。 

福利厚生に関すること。 

経理 予算に関すること。 

学校徴収金に関すること。 

契約履行に関すること。 

管財 物品に関すること。 

施設及び設備に関すること。 

 

付 則 

この規則は、平成31年4月1日から施行する。 



一宮市立学校管理規則(昭和34年一宮市教育委員会規則第1号)新旧対照表 

現行 改正案 

(事務職員) (事務職員) 

第13条 学校に総括事務長、事務長、主査、主任及び主事の事務職員の職を置

くことができ、その職務は、それぞれ次のとおりとする。 

第13条 学校に事務職員を置く。 

(1) 総括事務長は、上司の命を受け、事務を総括処理する。  

(2) 事務長は、上司の命を受け、事務を処理する。  

(3) 主査は、上司の命を受け、事務を整理する。  

(4) 主任は、上司の命を受け、事務をつかさどる。  

(5) 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。  

 2 事務職員は、事務をつかさどる。 

(事務主任) (省令事務長及び事務主任) 

第13条の2 前条の規定にかかわらず、学校に事務主任を置くことができる。 第13条の2 学校に省令事務長(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)

第46条(同令第79条において準用する場合を含む。)の事務長をいう。以下こ

の条において同じ。)又は事務主任(同令第46条(同令第79条において準用する

場合を含む。)の事務主任をいう。以下この条において同じ。)を置くことが

できる。 

2 事務主任は、主任又は主事のうちから教育委員会が命ずる。 2 省令事務長及び事務主任は、事務職員のうちから教育委員会が命ずる。 

 3 省令事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括

する。 

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。 4 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指

導、助言に当たる。 

(学校事務共同実施組織) (共同学校事務室) 

第13条の3 教育委員会は、学校における事務処理体制を整備し、及び効率化を

図り、並びに学校経営に関する支援を行うため、複数の学校の事務職員が共

同して事務を行う学校事務共同実施組織(以下「共同実施組織」という。)を

置くことができる。 

第13条の3 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務処理の効率

化及び学校経営に関する支援を行うため、別表第1に規定する共同実施グルー

プごとに、同表に掲げる共同実施グループの構成校のうち教育委員会が別に

定める学校に、共同学校事務室を置く。 

2 共同実施組織の組織、運営、業務等に関し必要な事項は、別に定める。 2 共同学校事務室において処理する事務は、次のとおりとする。 

 (1) 別表第2に掲げる事務 

 (2) 教育委員会から委任を受けた事務 

 (3) その他共同実施を行うことが効果的な処理に資するものとして認めら

れる事務 

 別表第1(第13条の3関係) 



 【別記1 参照】 

 別表第2(第13条の3関係) 

 【別記2 参照】 

 



 

【別記1】 

 

改正案 

共同実施グループの名称 共同実施グループの構成校 

東1グループ 北部中学校、宮西小学校、貴船小学校、西成中学校、西成小学校、瀬部小学校、西成東部中学校、

赤見小学校、西成東小学校 

東2グループ 葉栗中学校、葉栗小学校、葉栗北小学校、浅井中学校、浅井北小学校、浅井南小学校、浅井中小学

校 

西1グループ 中部中学校、神山小学校、末広小学校、大和中学校、大和東小学校、大和西小学校 

西2グループ 尾西第一中学校、起小学校、三条小学校、大徳小学校、尾西第二中学校、朝日東小学校、朝日西小

学校、萩原中学校、萩原小学校、中島小学校 

南1グループ 南部中学校、大志小学校、向山小学校、浅野小学校、富士小学校、大和南中学校、大和南小学校 

南2グループ 丹陽中学校、丹陽小学校、丹陽西小学校、丹陽南小学校、千秋中学校、千秋小学校、千秋南小学校、

千秋東小学校 

北1グループ 今伊勢中学校、今伊勢小学校、今伊勢西小学校、北方中学校、北方小学校、奥中学校、奥小学校 

北2グループ 木曽川中学校、黒田小学校、木曽川西小学校、木曽川東小学校、尾西第三中学校、小信中島小学校、

開明小学校 

 



 

【別記2】 

 

改正案 

区分 事務内容 

学校経営 企画運営への参画に関すること。 

諸規程の制定及び管理に関すること。 

学校事務管理に関すること。 

庶務 庶務に関すること。 

情報に関すること。 

調査統計に関すること。 

就学援助に関すること。 

学籍に関すること。 

教科書に関すること。 

人事 人事記録に関すること。 

免許状に関すること。 

服務に関すること。 

給与に関すること。 

旅費に関すること。 

福利厚生に関すること。 

経理 予算に関すること。 

学校徴収金に関すること。 

契約履行に関すること。 

管財 物品に関すること。 

施設及び設備に関すること。 

 



1/1  

一宮市立小中学校の事務職員の職の設置に関する要綱 
 
（趣旨） 
第一条 この要綱は、一宮市教育委員会の所管に属する一宮市立小中学校（以下「学校」

という。）の事務職員の職の設置について定めるものとする。 
（職及びその職務） 
第二条 学校に、一宮市立学校管理規則第 13 条第 1 項に定める事務職員について、それ

ぞれ次の表の職名欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとお

りとする。 
  
 職 名 職 務 

 総括事務長 上司の命を受け、事務を総括処理する。 

 事務長 上司の命を受け、事務を処理する。 

 主 査 上司の命を受け、事務を整理する。 

 主 任 上司の命を受け、事務をつかさどり、一部の事務を整理する。 

 主 事 上司の命を受け、事務をつかさどる。 

 
第三条 一宮市立学校管理規則第 13 条の 2 第 2 項に定める省令事務長及び事務主任の任

命については、次に掲げるとおりとする。 
１ 省令事務長は、主査のうちから教育委員会が命ずる。 
２ 事務主任は、主任のうちから教育委員会が命ずる。 
 
附則 
この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 



第４号議案 

 

 

平成３１年度全国学力・学習状況調査の参加について 

 

 全国学力・学習状況調査の参加について，別紙「平成３１年度全国学力・学習状況調査

に関する実施要領」を添えて教育委員会の審議に付します。 

 

 

平成３１年１月３０日 

 

一宮市教育委員会 

                       教育長 中野 和雄 

 

 

提 案 理 由 

 一宮市立小中学校の平成３１年度全国学力・学習状況調査の参加について，教育委員会

の議決を求めるため，本案を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３１年度 全国学力・学習状況調査（案） 

 

 

調査の主体 

文部科学省 

 

 

調査の方法 

別紙「平成３１年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」による 

 

 

調査の実施日  

平成３１年４月１８日（木） 

 

 

調査の対象者  

小学校 ４２校 ６年生全員 

 中学校 １９校 ３年生全員 

 

 

調査教科 

 小学校 国語・算数 

 中学校 国語・数学・英語 

 

 



   

 

 
 

     
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 



   

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
    
 

 
 

 



   

 
 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
    

   
 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



   

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 
 

  
 

 

 
    

 

 

 
 

 
 

 



   

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  

 

 



   

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 
 



   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



   

 
 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



   

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
   

 
 



    

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

         
 

 
   

 
   

 

 
   

 
     

 
 

 
      

 
   

 
   

 

   

 
    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
  



 

    

 
 

 
 

     
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
  

         
 

  
 

 
 

 
 

          

 

  

 

 

 

  

       

 

  

 

      

  
  

        

 
 

      

 
        

 

        
 
 

       
 

        

 

        

 
 

 
 

        

 
 

   
 

    
 

   
  

        
  
 

 
 
 



 

    

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 

    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

  

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

    

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

 

 

      

 

 

    

 

 

    

 

 

 

     

 

 

 

  

 
     

  

 
 

          

 
         

          
          

          
      

  
 

 
      

  

 
     

    

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 









English Café
Date  

   Time
Place 

Come to English Café and ...

-
- 

-  

-  
 

 
××××.××  

-



                             第５号議案 

 

 

 

平成３１年度全国学力・学習状況調査の結果の取扱いについて 

 

 

 平成３１年度全国学力・学習状況調査の結果の取扱いについて、別紙案を添

えて教育委員会の審議に付します。 

 

 

 

平成３１年 1 月３０日 

 

 

 

                       一宮市教育委員会    

                       教育長 中 野 和 雄 

 

 

 

提案理由 

 平成３１年度全国学力・学習状況調査の結果の取扱いについて、教育委員会

の議決を求めるため、本案を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成３１年度全国学力・学習状況調査の結果の取扱いについて（案） 

 

 

 

１ 一宮市の基本的な考え方 

  国の示している「平成３１年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」

に基づいて取扱う。 

 

 

２ 一宮市における結果の公表 

  一宮市における公立小中学校の学校別の調査結果、市全体の調査結果の数

値による公表をしない。 

 

 



平成３０年度 全国学力・学習状況調査について 一宮市全体の状況 

 

◆ 調査実施日 

  平成３０年４月１７日（火） 

 

 

◆ 調査実施者数 
 

調 査 学 年 参 加 学 校 数 参 加 人 数 

小学校６年生 ４２校 ３，６１９人 

中学校３年生 １９校 ３，４５３人 

 

 

◆ 調査の内容 
 

【教科に関する調査（国語、算数・数学、理科）】 
 

主として「知識」に関する問題（A 問題） 主として「活用」に関する問題（Ｂ問題）

・身に付けておかなければ、後の学年等の

学習内容に影響を及ぼす内容 

・実生活において不可欠であり、常に活用

できるようになっていることが望まし

い知識・技能 

 など 

・知識・技能を実生活の様々な場面に活用

する力 

・様々な課題解決のための構想を立て、実

践し、評価改善する力 

 など 

 

※ 理科については、主として「知識」に関する問題と、主として「活用」に関する問題

を一体的に問う問題 

 

 

 

【生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査】 
 

児童生徒に関する調査 学校に対する調査 

・学習に対する興味・関心や授業の理解度 

・規範意識，自己有用感 

・学習習慣 

・基本的生活習慣 

                など 

 

・主体的・対話的で深い学びの視点からの

授業改善に関する取組状況 

・教職員の資質能力の向上 

・個に応じた指導 

・ICT を活用した学習状況 

                など 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

◆ 教科に関する調査の結果 
 

【小学校６年生の状況】 
 

国 

語 

主として「知識」に関する問題（A 問題） 主として「活用」に関する問題（B 問題）

全国平均正答率と比べ、やや低い状況で

す。 

全国平均正答率と比べ、やや低い状況で

す。 

・『伝統的な言語文化と国語の特質に関す

る事項』の領域において、「相手や場面

に応じて適切に敬語を使うこと」に課

題があります。 

・『書くこと』、『読むこと』の領域におい

て、「目的に応じて、文書の内容を的確

に押さえ、自分の考えを明確にしなが

ら読むこと」に課題があります。 

算 

数 

主として「知識」に関する問題（A 問題） 主として「活用」に関する問題（B 問題）

全国平均正答率と比べ、やや低い状況で

す。 

全 国 平 均 正 答 率 と ほ ぼ 同 程 度 の 状 況 で

す。 

・『図形』の領域において、「円周率の意

味について理解していること」は、全

国平均を上回っています。 

 

 

 

・『数と計算』の領域において、「１に当

たる大きさを求める問題場面における

数量の関係を理解し、数直線上に表す

こと」に課題があります。 

・『数と計算』の領域において、「示され

た考えを解釈し、条件を変更して考察

した数量の関係を、表現方法を適用し

て記述できること」は、全国平均を上

回っています。 

 

・『図形』の領域において、「合同な三角

形で敷き詰められた模様の中に、条件

に合う図形を見いだすことができるこ

と」に課題があります。 

理 

科 

全国平均正答率と比べ、やや低い状況です。 

・『物質』の領域において、「物を水に溶かしても全体の重さは変わらないことを、食

塩を溶かして体積が増えた食塩水に適用できること」は、全国平均を上回っていま

す。 

 

・『地球』の領域において、「土地の侵食について、予想が確かめられた場合に得られ

る結果を見通して実験を構想できること」に課題があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
【中学校３年生の状況】 

 

国 

語 

主として「知識」に関する問題（A 問題） 主として「活用」に関する問題（B 問題）

全国平均正答率とほぼ同程度の状況で

す。 

全国平均正答率とほぼ同程度の状況で

す。 

・『伝統的な言語文化と国語の特質に関す

る事項』の領域において、「目的に応じ

て文の成分の順序や照応、構成を考えて

適切な文を書くこと」は、全国平均を上

回っています。 

 

・『話すこと・聞くこと』の領域において、

「話の論理的な構成や展開などに注意

して聞くこと」に課題があります。 

 

・『伝統的な言語文化と国語の特質に関す

る事項』の領域において、「目的に応じ

て文章を読み、内容を整理して書くこ

と」は、全国平均を上回っています。 

 

 

・『書くこと』、『読むこと』の領域におい

て、「相手に的確に伝わるように、あら

すじを捉えて書くこと」に課題があり

ます。 

数 

学 

主として「知識」に関する問題（A 問題） 主として「活用」に関する問題（B 問題）

全国平均正答率と比べ、非常に高い状況

です。 

全国平均正答率と比べ、高い状況です。

 

・『数と式』、『関数』、『資料の活用』の領

域において、全国平均正答率を大きく

上回っています。 

 

・『図形』の領域において、「証明の必要

性と意味を理解していること」にやや

課題があります。 

・『数と式』、『資料の活用』の領域におい

て、全国平均正答率を大きく上回って

います。 

 

 

 

 

理 

科 

全国平均正答率と比べ、高い状況です。 

・『物理的領域』において、全国平均正答率を大きく上回っています。 

 

・『化学的領域』において、「炎の色と金網に付くススの量を調べる実験を計画する際

に，「変えない条件」を指摘できること」にやや課題があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

◆ 生活習慣や学習環境に関する質問紙調査（児童生徒に対する調査）の結果 
 

【小学校６年生の状況】 
 

肯定的な回答が全国値に比較して多い項目 肯定的な回答が全国値に比較して少ない項目

・家で予習・復習やテスト勉強などの自学

自習において，教科書を使いながら学習

していますか。 

・今住んでいる地域の行事に参加していま

すか。 

・新聞を読んでいますか。 

・毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか。

・家で自分で計画を立てて勉強をしていま

すか。 

 

 

 

 

 

 

【中学校３年生の状況】 
 

肯定的な回答が全国値に比較して多い項目 肯定的な回答が全国値に比較して少ない項目

・朝食を毎日食べていますか。 

・家で学校の宿題をしていますか。 

・新聞を読んでいますか。 

 

 

・毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか。

・家で学校の授業の予習・復習をしていま

すか。 

・地域や社会をよくするために何をすべき

かを考えることがありますか。 

 

 

 

◆ 調査結果を受けての取り組み 
 

教育委員会の取り組み 学校の取り組み例 

・各学校に、全国学力・学習状況調査の結果を分析

させ、自校の強みと弱みを把握させる。強みは生

かし、弱みを克服するための対策を練らせる。 

・「報告書」「授業アイディア例」などを活用した授

業改善の方法について研修する。 

・学力向上のための専門委員会で、学習指導案や評

価問題、活用型テストを作成する。 

・自校の課題解決に向けた研修の実

施 

・校内漢字・計算コンクールの実施

・音読大会の実施 

・授業前後の小テストの実施 

・朝のスピーチの実施 

             など 

 



                                 第  号議案 

 

一宮市尾西歴史民俗資料館施設使用申請書等の新設について 
 

一宮市尾西歴史民俗資料館施設使用申請書等の新設について、別紙案を添えて教育委員

会の審議に付します。 

 

 

平成３１年１月３０日 

 

一宮市教育委員会 

教育長 中 野 和 雄 

 

 

提案理由 

施設使用料を改正したことにより、一宮市尾西歴史民俗資料館施設使用申請書等を新設

するため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６



１．一宮市尾西歴史民俗資料館施行規則第 19 条 

 

(10) 一宮市尾西歴史民俗資料館施設使用申請書 

(11) 一宮市尾西歴史民俗資料館施設使用許可書 

(12) 一宮市尾西歴史民俗資料館使用料減免申請書 

(13) 一宮市尾西歴史民俗資料館使用料還付申請書 

 



館長 事務局長 専任課長

（あて先）

申請者氏名

住所　　　〒

責任者氏名

施 設 名

目 的

予 定 人 数 人

減 免 申 請

備 考

領収印

下記のとおり資料館を使用したいので申請します。

　　      年　　　月　　　日（　　　）　　　　　　時　　　　分まで

使 用 料　　有　　　・　　無 円

使 用 許 可 書 番 号

使 用 日 時
          年　　　月　　　日（　　　）　　　　　　時　　　　分から　

係

施　設　使　用　申　請　書

一宮市尾西歴史民俗資料館長

　　　年　　　月　　　日

　別館準備室　　　　本館研修室

電　話 　（　　　　）　　　　－ 

団体名



様

印

施 設 名

目 的

予 定 人 数 人

減 免 申 請

備 考

　　　次のとおり使用を許可します。

　別館準備室　　　　本館研修室

　　      年　　　月　　　日（　　　）　　　　　　時　　　　分まで

　　有　　　・　　無 使 用 料

領収印

円

使 用 許 可 書 番 号

施　設　使　用　許　可　書

　　　年　　　月　　　日

一宮市尾西歴史民俗資料館長

使 用 日 時
          年　　　月　　　日（　　　）　　　　　　時　　　　分から　



館長 事務局長 専任課長

住　所

氏　名

　尾西歴史民俗資料館使用料の減免をお願いします。

施 設 名

使 用 日 時

減 免 理 由

団 体 名 主催 共催

減 免 金 額    円

備　考

係

使　 用　 料　 減 　免　 申 　請　 書

一　宮　市　長　　様

　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日（　　　）　　　　　　時　　　　分から　　　　　時　　　　分まで

　別館準備室　　　　　　　研修室

電　話 　（　　　　　）　　　　－ 



館長 事務局長 専任課長

住　所

氏　名

　尾西歴史民俗資料館使用料の還付をお願いします。

施 設 名

使 用 日 時

還 付 理 由

団 体 名 主催 共催

還 付 金 額    円

備　考

　別館準備室　　　　　　　研修室

　　　　　年　　　月　　　日（　　　）　　　　　　時　　　　分から　　　　　時　　　　分まで

係

使　 用　 料　 還 　付　 申 　請　 書

　　　　　年　　　月　　　日

一　宮　市　長　　様

電　話 　（　　　　　）　　　　－ 



第７号議案 
 

一宮市教育委員会後援名義の使用について 
 

一宮市教育委員会後援名義の使用について、別紙のとおり申請がありました    

ので、教育委員会の審議に付します。 
 
 

平成３１年１月３０日 
 

一宮市教育委員会       
教育長 中 野 和 雄  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

一宮市教育委員会後援名義使用許可基準 

 
（許可基準） 

第２条 後援名義の使用の許可は、次の各号のいずれかに該当する事業に対して行うも     

のとする。 

(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は後援する事業 

(2) 学校又は学校の連合体が主催する事業 

(3) 市内の公共的団体及びこれに加盟している団体が主催する事業 

(4) 公益法人及びこれに準ずる団体（宗教法人を除く。）が主催する事業 

(5)  次に掲げる団体等が主催する事業で、その内容（入場料、場所、事業内容等）が     

適当と認められる事業 

ア 市内の教育関係団体 

イ 報道機関（新聞社又は放送局） 

ウ 国、地方公共団体が補助等をしている団体 

(6) 過去において、教育委員会が後援した実績のある事業 

(7) 前各号に掲げる事業のほか、教育委員会が適当と認めた事業 

２ 前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、後援     

名義の使用を許可しないものとする。 

(1) 営利を目的として行われる事業 

(2) 特定の政党又は宗教団体が主催する事業 

(3) 教育の中立性を損なうおそれのある事業  

(4) 会員制又は会員勧誘を前提とした事業 

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業 

(6) 市内全域を対象としない事業 

(7) 一宮市暴力団等の排除に関する条例（平成 23 年一宮市条例第 24 号）第 2 条第 1     

項第１号に規定する暴力団又は同項第 2 号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接         

な関係を有する者が主催し、又は関与すると認められる事業 

(8) 前各号に掲げる事業のほか、教育委員会が支障があると認めた事業 
 










